
運用の基本方針 

 

西美濃農業協同組合（以下「組合」という。）は、確定給付企業年金における給付に充てるべき積立

金（以下「年金資産」という。）の運用に当たり、以下の基本方針を定める。 

 

１．運用の目的 

確定給付企業年金における給付を将来にわたり確実に行うため、長期的かつ安定的に収益を確保

し、必要な年金資産の積立を行うことを運用の目的とする。 

 

２．運用目標 

年金資産の運用の目的を達成するため、確定給付企業年金の制度運営に必要な年金財政の健全性

を維持するに足りるだけの収益を安定的に確保することを運用目標とする。 

 

３．資産構成に関する事項 

年金資産の運用目標を達成するため、政策的資産構成割合を一般勘定契約 100％とする。 

 

４．運用に当たっての留意事項 

(1) 運用受託機関の選任 

① 運用受託機関の経営理念、財務状況、運用方針、運用に要する費用、法令遵守体制等を十分

審査のうえ、最も適正な運用受託機関を選任するものとする。 

なお、運用受託機関選任の際には(3)に掲げる事項についてヒアリングを行うものとする。 

② 特定の運用受託機関に対する資産の運用の委託が、資産全体から見て過度に集中しないよう

にしなければならない。 

ただし、次のような合理的理由がある場合は、特定の運用受託機関に資産の運用を委託できる

ものとする。この場合において、当該特定の運用受託機関の信用リスク等に留意するとともに、

当該理由を含め、加入者に周知する。 

(ｱ) 当該特定の運用受託機関の複数の資産で構成される商品、複数の投資戦略を用いる商品ま

たは複数の商品に投資する場合 

(ｲ) 生命保険一般勘定契約または生命共済一般勘定契約等、元本確保型の資産に投資する場合 

(ｳ) その他合理的な理由がある場合 

③ 運用受託機関に支払う運用に要する費用が、当該運用受託機関の運用スタイルおよび運用コス

ト等に照らして合理的であるか留意するものとする。 

 

(2) 運用業務に関する報告の内容および方法 

原則として毎事業年度に一回以上、年金資産に関する運用状況、運用実績に関する報告を運用

受託機関に求めるものとする。 

 

(3) 運用受託機関の評価 

運用受託機関に対する評価は、原則として次により行うものとする。 

① 定量評価 



時価による収益率およびリスクを基準とし、一般的に適正と認められる合理的な基準により

評価を行うものとする。 

② 定性評価 

当該運用受託機関の組織、財務状況、運用方針、運用体制、リスク管理、および法令遵守の

状況等を総合的に考慮して評価を行うものとする。 

 

(4) 運用業務に関し遵守すべき事項 

運用受託機関に対して、法令および資産管理運用契約を遵守し、忠実かつ注意深く運用業務を

遂行するよう求めるものとする。 

 

５．その他運用業務に関し必要な事項 

(1) 資産管理機関の選任 

各資産管理機関の管理体制･能力を勘案のうえ、最も適正な資産管理機関を選任するものとする。

なお、同機関に対して、残高状況、損益状況、取引状況、費用状況等にかかわる年金資産の運用

状況の報告を求めるものとする。 

 

(2) 基本方針の周知 

加入者に対して、本基本方針の周知を行うものとする。また、受給者等に対しても、できる限

り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。なお、本基本方針の周知は、業務概況の周知によ

り行うことができるものとする。 

 

(3) 基本方針の変更 

必要に応じて、本基本方針の変更を行うものとする。なお、本基本方針の変更に当たっては、

加入者の意見を聴くものとする。 

 

附  則 

この基本方針は、平成２３年１０月１日から適用する。 

 

附  則 

この基本方針の変更は、平成３０年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 


